地域計画推進事業に係る個人情報の取扱いについて

　八幡浜市は、地域計画推進事業の実施に際して得た個人情報について、「個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）」及び関係法令の規定に基づき、適正に管理し、本事業の実施のために利用します。
　また、八幡浜市は、本事業による地域の話合い及び関係者への意見聴取並びに国への報告で利用するほか、次の事業等（注１）に係る補助金、交付金の交付や統計調査に利用するとともに、これらの事業等の実施のために、次の関係機関（注２）に必要最小限の情報を提供する場合があります。

	事業等
（注1）
	担い手総合支援事業、農地集積・集約化等対策事業、経営継承・発展等支援事業、新規就農者育成総合対策（経営開始資金、経営発展支援事業）、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業（スーパーＬ資金金利負担軽減措置）、農業信用保証保険支援総合事業（農業近代化資金保証料助成金交付事業）、持続的生産強化対策事業（果樹経営支援対策事業）、鳥獣被害防止総合対策事業、多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、農林水産統計調査　等

	関係機関
（注2）
	国、都道府県、市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区、農業共済組合、農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の融資機関、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業及び担い手経営発展支援金融対策事業の事業実施主体、農地中間管理機構



「個人情報の取り扱い」に記載された内容について、同意します。
　　　　年　　月　　日　
　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　


※地域計画変更申出書と一緒に提出してください。
